
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】
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ＸＹＺ三次元座標系における所定の座標軸方向の加速度成分および所定の座標軸まわりの
角速度成分を検出するための加速度・角速度センサであって、
上面のほぼ中心位置に前記ＸＹＺ三次元座標系の原点を定義したときに、前記上面がＸＹ
平面に沿って延び、前記原点の周囲を取り囲むように可撓性をもった可撓部が形成され、
この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部の周囲の部分である周囲部とは、
前記可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成された板状構造体を有し、
前記中心部および前記周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方
は作用部として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
前記作用部を所定方向に振動させる励振手段と、前記作用部に加えられた所定方向の力を
検出する力検出手段と、
を更に備え、
所定軸方向の加速度検出を行うときには、この所定軸方向についての前記力検出手段によ
る検出値を用い、
所定軸まわりの角速度検出を行うときには、前記励振手段により、この所定軸に直交する
方向に前記作用部を振動させた状態において、この所定軸方向および振動方向の双方に直
交する第３の方向についての前記力検出手段による検出値を用いることを特徴とする加速
度・角速度センサ。



【請求項３】

【請求項４】

板状の圧電素子と、この圧電素子の上面に形成された５枚の上
部電極と、この圧電素子の下面において前記各上部電極のそれぞれに対して向かい合う位
置に形成された下部電極と、を備え、前記圧電素子の上面のほぼ中心位置に前記ＸＹＺ三
次元座標系の原点を定義したときに、
前記圧電素子は、その上面がＸＹ平面に沿って延び、前記原点の周囲を取り囲むように可
撓性をもった可撓部が形成され、この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部
の周囲の部分である周囲部とは、前記可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成
され、
前記中心部および前記周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方
は作用部として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
前記５枚の上部電極は、Ｘ軸に関して負の領域に形成されかつＸ軸に関して線対称な形状
をもった第１の上部電極と、Ｘ軸に関して正の領域に形成されかつＸ軸に関して線対称な
形状をもった第２の上部電極と、Ｙ軸に関して負の領域に形成されかつＹ軸に関して線対
称な形状をもった第３の上部電極と、Ｙ軸に関して正の領域に形成されかつＹ軸に関して
線対称な形状をもった第４の上部電極と、前記原点の周囲を取り囲む領域に形成された第
５の上部電極と、によって構成され、これらの各上部電極の少なくとも一部分は、いずれ
も前記可撓部に形成され、

所定の上部電極と前記下部電極との間に所定の交流電圧を印加することによ
り、前記作用部を所定方向に振動させる

所定の上部電極に発生した電荷に基づいて、前記作用部に加えられた所定
方向の力を検出する ことを特徴とする圧電素子を用いた加速度・角速度セン
サ。
【請求項５】
請求項 に記載のセンサにおいて、
板状の圧電素子の下面に、原点の周囲を取り囲むような環状溝を形成し、この環状溝の形
成部分の肉厚が他の部分の肉厚よりも薄くなるようにし、この肉厚の薄い部分を可撓部と
して用いるようにしたことを特徴とする圧電素子を用いた加速度・角速度センサ。
【請求項６】
ＸＹＺ三次元座標系における各座標軸方向の加速度成分および各座標軸まわりの角速度成
分を検出するための加速度・角速度センサであって、
板状の圧電素子と、この圧電素子の上面に形成された５枚の上部電極と、この圧電素子の
下面において前記各上部電極のそれぞれに対して向かい合う位置に形成された下部電極と
、この下部電極を下方から支持する板状の起歪体と、を備え、前記起歪体の上面のほぼ中
心位置に前記ＸＹＺ三次元座標系の原点を定義したときに、
前記起歪体は、その上面がＸＹ平面に沿って延び、前記原点の周囲を取り囲むように可撓
性をもった可撓部が形成され、この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部の
周囲の部分である周囲部とは、前記可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成さ
れ、
前記中心部および前記周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方
は作用部として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
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請求項１に記載の加速度・角速度センサにおいて、
励振手段が、一対の電極間に所定の交流電圧を印加することにより、作用部を振動させる
ことを特徴とする加速度・角速度センサ。

請求項１または２に記載の加速度・角速度センサにおいて、
力検出手段が、一対の電極の相互間の変位に起因して前記一対の電極間に生じる電気信号
を検出することにより、作用部に加えられた力を検出することを特徴とする加速度・角速
度センサ。

請求項１～３のいずれかに記載の加速度・角速度センサにおいて、
板状構造体として機能する

励振手段は、
機能を有し、

力検出手段は、
機能を有する

４



前記可撓部に撓みが生じると前記圧電素子にこの撓みが伝達し、逆に、前記圧電素子に撓
みが生じると前記可撓部にこの撓みが伝達するように、前記圧電素子の板面が前記起歪体
の板面にほぼ平行になるような状態で、前記起歪体の上面と前記下部電極の下面とが固着
され、
前記５枚の上部電極は、Ｘ軸に関して負の領域に形成されかつＸ軸に関して線対称な形状
をもった第１の上部電極と、Ｘ軸に関して正の領域に形成されかつＸ軸に関して線対称な
形状をもった第２の上部電極と、Ｙ軸に関して負の領域に形成されかつＹ軸に関して線対
称な形状をもった第３の上部電極と、Ｙ軸に関して正の領域に形成されかつＹ軸に関して
線対称な形状をもった第４の上部電極と、前記原点の周囲を取り囲む領域に形成された第
５の上部電極と、によって構成され、これらの各上部電極の少なくとも一部分は、いずれ
も前記可撓部の上方位置に形成され、
所定の上部電極と前記下部電極との間に所定の交流電圧を印加することにより、前記作用
部を所定方向に振動させる励振手段と、
所定の上部電極に発生した電荷に基づいて、前記作用部に加えられた所定方向の力を検出
する力検出手段と、
を更に備え、
所定軸方向の加速度検出を行うときには、この所定軸方向についての前記力検出手段によ
る検出値を用い、
所定軸まわりの角速度検出を行うときには、前記励振手段により、この所定軸に直交する
方向に前記作用部を振動させた状態において、この所定軸方向および振動方向の双方に直
交する第３の方向についての前記力検出手段による検出値を用いることを特徴とする圧電
素子を用いた加速度・角速度センサ。
【請求項７】
ＸＹＺ三次元座標系における各座標軸方向の加速度成分および各座標軸まわりの角速度成
分を検出するための加速度・角速度センサであって、
板状の圧電素子と、この圧電素子の上面に形成された５枚の上部電極と、この圧電素子を
下方から支持する板状の起歪体と、を備え、前記起歪体の少なくとも上面部分は導電性の
材料から構成され、この上面部分によって、前記各上部電極のそれぞれに対して向かい合
う下部電極が構成され、前記起歪体の上面のほぼ中心位置に前記ＸＹＺ三次元座標系の原
点を定義したときに、
前記起歪体は、その上面がＸＹ平面に沿って延び、前記原点の周囲を取り囲むように可撓
性をもった可撓部が形成され、この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部の
周囲の部分である周囲部とは、前記可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成さ
れ、
前記中心部および前記周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方
は作用部として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
前記可撓部に撓みが生じると前記圧電素子にこの撓みが伝達し、逆に、前記圧電素子に撓
みが生じると前記可撓部にこの撓みが伝達するように、前記圧電素子の板面が前記起歪体
の板面にほぼ平行になるような状態で、前記起歪体の上面と前記圧電素子の下面とが固着
され、
前記５枚の上部電極は、Ｘ軸に関して負の領域に形成されかつＸ軸に関して線対称な形状
をもった第１の上部電極と、Ｘ軸に関して正の領域に形成されかつＸ軸に関して線対称な
形状をもった第２の上部電極と、Ｙ軸に関して負の領域に形成されかつＹ軸に関して線対
称な形状をもった第３の上部電極と、Ｙ軸に関して正の領域に形成されかつＹ軸に関して
線対称な形状をもった第４の上部電極と、前記原点の周囲を取り囲む領域に形成された第
５の上部電極と、によって構成され、これらの各上部電極の少なくとも一部分は、いずれ
も前記可撓部の上方位置に形成され、
所定の上部電極と前記下部電極との間に所定の交流電圧を印加することにより、前記作用
部を所定方向に振動させる励振手段と、
所定の上部電極に発生した電荷に基づいて、前記作用部に加えられた所定方向の力を検出
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する力検出手段と、
を更に備え、
所定軸方向の加速度検出を行うときには、この所定軸方向についての前記力検出手段によ
る検出値を用い、
所定軸まわりの角速度検出を行うときには、前記励振手段により、この所定軸に直交する
方向に前記作用部を振動させた状態において、この所定軸方向および振動方向の双方に直
交する第３の方向についての前記力検出手段による検出値を用いることを特徴とする圧電
素子を用いた加速度・角速度センサ。
【請求項８】

に記載のセンサにおいて、
板状の起歪体の下面に、原点の周囲を取り囲むような環状溝を形成し、この環状溝の形成
部分の肉厚が他の部分の肉厚よりも薄くなるようにし、この肉厚の薄い部分を可撓部とし
て用いるようにしたことを特徴とする圧電素子を用いた加速度・角速度センサ。
【請求項９】

のいずれかに記載のセンサにおいて、
ＸＹ平面上に、原点を周囲から囲むような内側環状領域と、この内側環状領域を更に周囲
から囲むような外側環状領域と、を定義し、
第１の上部電極を、前記外側環状領域内の、ＸＹ座標系の第２象限および第３象限に渡る
領域に配置し、
第２の上部電極を、前記外側環状領域内の、ＸＹ座標系の第１象限および第４象限に渡る
領域に配置し、
第３の上部電極を、前記外側環状領域内の、ＸＹ座標系の第３象限および第４象限に渡る
領域に配置し、
第４の上部電極を、前記外側環状領域内の、ＸＹ座標系の第１象限および第２象限に渡る
領域に配置し、
第５の上部電極を、前記内側環状領域内に配置したことを特徴とする圧電素子を用いた加
速度・角速度センサ。
【請求項１０】

のいずれかに記載のセンサにおいて、
ＸＹ平面上に、原点を周囲から囲むような内側環状領域と、この内側環状領域を更に周囲
から囲むような外側環状領域と、を定義し、
第１の上部電極を、前記内側環状領域内の、ＸＹ座標系の第２象限および第３象限に渡る
領域に配置し、
第２の上部電極を、前記内側環状領域内の、ＸＹ座標系の第１象限および第４象限に渡る
領域に配置し、
第３の上部電極を、前記内側環状領域内の、ＸＹ座標系の第３象限および第４象限に渡る
領域に配置し、
第４の上部電極を、前記内側環状領域内の、ＸＹ座標系の第１象限および第２象限に渡る
領域に配置し、
第５の上部電極を、前記外側環状領域内に配置したことを特徴とする圧電素子を用いた加
速度・角速度センサ。
【請求項１１】

のいずれかに記載のセンサにおいて、
第１の上部電極が形成された圧電素子の部分と、第２の上部電極が形成された圧電素子の
部分とでは、逆の分極特性が得られるように、
第３の上部電極が形成された圧電素子の部分と、第４の上部電極が形成された圧電素子の
部分とでは、逆の分極特性が得られるように、
圧電素子の各部分に対して所定の分極処理を行うようにしたことを特徴とする圧電素子を
用いた加速度・角速度センサ。
【請求項１２】
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請求項６または７

請求項４～８

請求項４～８

請求項４～１０



のいずれかに記載のセンサにおいて、
第１の上部電極と下部電極との間および第２の上部電極と下部電極との間に交流電圧を印
加することにより、作用部をＸ軸方向に振動させるＸ軸方向励振手段と、
第３の上部電極と下部電極との間および第４の上部電極と下部電極との間に交流電圧を印
加することにより、作用部をＹ軸方向に振動させるＹ軸方向励振手段と、
第５の上部電極と下部電極との間に交流電圧を印加することにより、作用部をＺ軸方向に
振動させるＺ軸方向励振手段と、
の３つの励振手段を備え、
第１の上部電極に発生した電荷および第２の上部電極に発生した電荷に基づいて、作用部
に加えられたＸ軸方向の力を検出するＸ軸方向力検出手段と、
第３の上部電極に発生した電荷および第４の上部電極に発生した電荷に基づいて、作用部
に加えられたＹ軸方向の力を検出するＹ軸方向力検出手段と、
第５の上部電極に発生した電荷に基づいて、作用部に加えられたＺ軸方向の力を検出する
Ｚ軸方向力検出手段と、
の３つの力検出手段を備えることを特徴とする圧電素子を用いた加速度・角速度センサ。
【請求項１３】
ＸＹＺ三次元座標系における各座標軸方向の加速度成分および各座標軸まわりの角速度成
分を検出するための加速度・角速度センサであって、
板状の圧電素子と、この圧電素子の上面に形成された５枚の上部電極と、この圧電素子の
下面において前記各上部電極のそれぞれに対して向かい合う位置に形成された下部電極と
、を備え、前記圧電素子の上面のほぼ中心位置に前記ＸＹＺ三次元座標系の原点を定義し
たときに、
前記圧電素子は、その上面がＸＹ平面に沿って延び、前記原点の周囲を取り囲むように可
撓性をもった可撓部が形成され、この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部
の周囲の部分である周囲部とは、前記可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成
され、
前記中心部および前記周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方
は作用部として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
前記５枚の上部電極は、ＸＹ座標系の第１象限に配置された第１の上部電極と、第２象限
に配置された第２の上部電極と、第３象限に配置された第３の上部電極と、第４象限に配
置された第４の上部電極と、前記原点の周囲を取り囲む領域に配置された第５の上部電極
と、によって構成され、これらの各上部電極の少なくとも一部分は、いずれも前記可撓部
に形成され、
所定の上部電極と前記下部電極との間に所定の交流電圧を印加する励振手段と、
所定の上部電極に発生した電荷に基づいて、前記作用部に加えられた所定方向の力を検出
する力検出手段と、
を更に備え、
所定軸方向の加速度検出を行うときには、この所定軸方向についての前記力検出手段によ
る検出値を用い、
所定軸まわりの角速度検出を行うときには、前記励振手段により、この所定軸に直交する
直交軸に作用部を振動させた状態において、この所定軸および前記直交軸の双方に直交す
る第３の軸についての前記力検出手段による検出値を用いることを特徴とする圧電素子を
用いた加速度・角速度センサ。
【請求項１４】
ＸＹＺ三次元座標系における各座標軸方向の加速度成分および各座標軸まわりの角速度成
分を検出するための加速度・角速度センサであって、
板状の圧電素子と、この圧電素子の上面に形成された５枚の上部電極と、この圧電素子の
下面において前記各上部電極のそれぞれに対して向かい合う位置に形成された下部電極と
、この下部電極を下方から支持する板状の起歪体と、を備え、前記起歪体の上面のほぼ中
心位置に前記ＸＹＺ三次元座標系の原点を定義したときに、
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請求項４～１１



前記起歪体は、その上面がＸＹ平面に沿って延び、前記原点の周囲を取り囲むように可撓
性をもった可撓部が形成され、この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部の
周囲の部分である周囲部とは、前記可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成さ
れ、
前記中心部および前記周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方
は作用部として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
前記可撓部に撓みが生じると前記圧電素子にこの撓みが伝達し、逆に、前記圧電素子に撓
みが生じると前記可撓部にこの撓みが伝達するように、前記圧電素子の板面が前記起歪体
の板面にほぼ平行になるような状態で、前記起歪体の上面と前記下部電極の下面とが固着
され、
前記５枚の上部電極は、ＸＹ座標系の第１象限に配置された第１の上部電極と、第２象限
に配置された第２の上部電極と、第３象限に配置された第３の上部電極と、第４象限に配
置された第４の上部電極と、前記原点の周囲を取り囲む領域に配置された第５の上部電極
と、によって構成され、これらの各上部電極の少なくとも一部分は、いずれも前記可撓部
の上方位置に形成され、
所定の上部電極と前記下部電極との間に所定の交流電圧を印加する励振手段と、
所定の上部電極に発生した電荷に基づいて、前記作用部に加えられた所定方向の力を検出
する力検出手段と、
を更に備え、
所定軸方向の加速度検出を行うときには、この所定軸方向についての前記力検出手段によ
る検出値を用い、
所定軸まわりの角速度検出を行うときには、前記励振手段により、この所定軸に直交する
直交軸に作用部を振動させた状態において、この所定軸および前記直交軸の双方に直交す
る第３の軸についての前記力検出手段による検出値を用いることを特徴とする圧電素子を
用いた加速度・角速度センサ。
【請求項１５】
ＸＹＺ三次元座標系における各座標軸方向の加速度成分および各座標軸まわりの角速度成
分を検出するための加速度・角速度センサであって、
板状の圧電素子と、この圧電素子の上面に形成された５枚の上部電極と、この圧電素子を
下方から支持する板状の起歪体と、を備え、前記起歪体の少なくとも上面部分は導電性の
材料から構成され、この上面部分によって、前記各上部電極のそれぞれに対して向かい合
う下部電極が構成され、前記起歪体の上面のほぼ中心位置に前記ＸＹＺ三次元座標系の原
点を定義したときに、
前記起歪体は、その上面がＸＹ平面に沿って延び、前記原点の周囲を取り囲むように可撓
性をもった可撓部が形成され、この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部の
周囲の部分である周囲部とは、前記可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成さ
れ、
前記中心部および前記周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方
は作用部として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
前記可撓部に撓みが生じると前記圧電素子にこの撓みが伝達し、逆に、前記圧電素子に撓
みが生じると前記可撓部にこの撓みが伝達するように、前記圧電素子の板面が前記起歪体
の板面にほぼ平行になるような状態で、前記起歪体の上面と前記圧電素子の下面とが固着
され、
前記５枚の上部電極は、ＸＹ座標系の第１象限に配置された第１の上部電極と、第２象限
に配置された第２の上部電極と、第３象限に配置された第３の上部電極と、第４象限に配
置された第４の上部電極と、前記原点の周囲を取り囲む領域に配置された第５の上部電極
と、によって構成され、これらの各上部電極の少なくとも一部分は、いずれも前記可撓部
の上方位置に形成され、
所定の上部電極と前記下部電極との間に所定の交流電圧を印加する励振手段と、
所定の上部電極に発生した電荷に基づいて、前記作用部に加えられた所定方向の力を検出
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する力検出手段と、
を更に備え、
所定軸方向の加速度検出を行うときには、この所定軸方向についての前記力検出手段によ
る検出値を用い、
所定軸まわりの角速度検出を行うときには、前記励振手段により、この所定軸に直交する
直交軸に作用部を振動させた状態において、この所定軸および前記直交軸の双方に直交す
る第３の軸についての前記力検出手段による検出値を用いることを特徴とする圧電素子を
用いた加速度・角速度センサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、 、特に、多次元の各成分ごとに加速度および角速度を検
出することのできるセンサに関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動車産業や機械産業などでは、加速度や角速度といった物理量を正確に検出できるセン
サの需要が高まっている。特に、二次元あるいは三次元の各成分ごとにこれらの物理量を
検出しうる小型のセンサが望まれている。
【０００３】
このような小型のセンサとして、特開平５－２６７４４号公報には、本願と同一発明者に
よって開発された新規なセンサが開示されている。この新規なセンサは、圧電素子からな
る検出子を複数組用意し、これを可撓性基板上に配置したものである。可撓性基板には作
用体が取り付けられており、この作用体に外力を作用させると、可撓性基板に撓みが生じ
るような構造となっている。この撓みは圧電素子へと伝達され、圧電素子では撓みに応じ
た電荷が発生する。そこで、この発生した電荷に基づいて、作用した外力を検出するのが
、この新規なセンサの基本原理である。撓みの生じ方は、作用した外力の方向によって異
なるため、所定の各位置に配置された複数の圧電素子についての電荷の発生状態を検出す
ることにより、作用した外力の大きさと方向とを検出することが可能になる。また、

には、より少ない検出子によって、同様の検出を可能にする技術
が開示されている。
【０００４】
一方、特許協力条約に基づく には、同じく複数の
圧電素子を可撓性基板上に配置することにより、三次元の各軸まわりの角速度を検出する
角速度センサが開示されている。これは、Ｘ軸まわりの角速度ωｘが作用している状態に
おいて、この物体をＹ軸方向に振動させると、Ｚ軸方向にコリオリ力が作用するという原
理を利用したものである。すなわち、可撓性基板上に配置された所定の圧電素子に交流電
圧を印加し、可撓性基板に取り付けられた作用体をＹ軸方向に振動させる。ここで、Ｘ軸
まわりの角速度ωｘが作用していると、作用体にはＺ軸方向にコリオリ力が働くので、作
用体はＺ軸方向へ変位することになる。この変位を圧電素子が発生する電荷により検出す
ることにより、作用した角速度ωｘを間接的に検出するのである。
【０００５】
また、 には、上述のような加速度および角速度センサの新規
な構造が開示されており、更に、 には、単一のセンサによっ
て加速度と角速度の双方を効率的に検出する新規な技術が開示されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
単一のセンサによって三次元方向に関する加速度と角速度の双方を検出する場合、これま
で提案されてきた技術では、多数の電極を所定位置に配置する必要があり、全体的に構造
が複雑になるという問題があった。このような複雑な構造をもったセンサでは、小形化が
困難になり、量産性に欠けるという問題が生じる。
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加速度・角速度センサ

特開
平７－４３２２６号公報

国際公開公報第ＷＯ９４／２３２７２号

特開平８－３５９８１号公報
特開平８－６８６３６号公報



【０００７】
そこで本発明は、構造が単純で、小形化、量産性に適し、しかも 方向に関する加速
度と角速度との双方を検出することができる を提供することを目的
とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】

板状の圧電素子と、この圧電素子の上面に形成された５枚の上
部電極と、この圧電素子の下面において各上部電極のそれぞれに対して向かい合う位置に
形成された下部電極と、を設け、圧電素子の上面のほぼ中心位置にＸＹＺ三次元座標系の
原点を定義したときに、
圧電素子は、その上面がＸＹ平面に沿って延び、原点の周囲を取り囲むように可撓性をも
った可撓部が形成され、この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部の周囲の
部分である周囲部とは、可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成され、
中心部および周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方は作用部
として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
５枚の上部電極は、Ｘ軸に関して負の領域に形成されかつＸ軸に関して線対称な形状をも
った第１の上部電極と、Ｘ軸に関して正の領域に形成されかつＸ軸に関して線対称な形状
をもった第２の上部電極と、Ｙ軸に関して負の領域に形成されかつＹ軸に関して線対称な
形状をもった第３の上部電極と、Ｙ軸に関して正の領域に形成されかつＹ軸に関して線対
称な形状をもった第４の上部電極と、原点の周囲を取り囲む領域に形成された第５の上部
電極と、によって構成され、これらの各上部電極の少なくとも一部分は、いずれも可撓部
に形成されるようにし、

所定の上部電極と下部電極との間に所定の交流電圧を印加することにより、
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多次元
加速度・角速度センサ

（１）　　本発明の第１の態様は、ＸＹＺ三次元座標系における所定の座標軸方向の加速
度成分および所定の座標軸まわりの角速度成分を検出するための加速度・角速度センサに
おいて、
上面のほぼ中心位置にＸＹＺ三次元座標系の原点を定義したときに、上面がＸＹ平面に沿
って延び、原点の周囲を取り囲むように可撓性をもった可撓部が形成され、この可撓部に
囲まれた部分である中心部と、この可撓部の周囲の部分である周囲部とは、可撓部の撓み
により相互に変位を生じるように構成された板状構造体を設け、
中心部および周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方は作用部
として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持されるようにし、
作用部を所定方向に振動させる励振手段と、作用部に加えられた所定方向の力を検出する
力検出手段と、
を更に設け、
所定軸方向の加速度検出を行うときには、この所定軸方向についての力検出手段による検
出値を用い、
所定軸まわりの角速度検出を行うときには、励振手段により、この所定軸に直交する方向
に作用部を振動させた状態において、この所定軸方向および振動方向の双方に直交する第
３の方向についての力検出手段による検出値を用いるようにしたものである。
（２）　　本発明の第２の態様は、上述の第１の態様に係る加速度・角速度センサにおい
て、
励振手段が、一対の電極間に所定の交流電圧を印加することにより、作用部を振動させる
ようにしたものである。
（３）　　本発明の第３の態様は、上述の第１または第２の態様に係る加速度・角速度セ
ンサにおいて、
力検出手段が、一対の電極の相互間の変位に起因してこの一対の電極間に生じる電気信号
を検出することにより、作用部に加えられた力を検出するようにしたものである。
（４）　　本発明の第４の態様は、上述の第１～第３の態様に係る加速度・角速度センサ
において、
板状構造体として機能する

励振手段は、



作用部を所定方向に振動させる
所定の上部電極に発生した電荷に基づいて、作用部に加えられた所定方向

の力を検出する機能を ようにしたものである。
【０００９】

に係る圧電素子を用いた加速度・角
速度センサにおいて、
板状の圧電素子の下面に、原点の周囲を取り囲むような環状溝を形成し、この環状溝の形
成部分の肉厚が他の部分の肉厚よりも薄くなるようにし、この肉厚の薄い部分を可撓部と
して用いるようにしたものである。
【００１０】

ＸＹＺ三次元座標系における各座標軸方向の加速度成
分および各座標軸まわりの角速度成分を検出するための圧電素子を用いた加速度・角速度
センサにおいて、
板状の圧電素子と、この圧電素子の上面に形成された５枚の上部電極と、この圧電素子の
下面において各上部電極のそれぞれに対して向かい合う位置に形成された下部電極と、こ
の下部電極を下方から支持する板状の起歪体と、を設け、起歪体の上面のほぼ中心位置に
ＸＹＺ三次元座標系の原点を定義したときに、
起歪体は、その上面がＸＹ平面に沿って延び、原点の周囲を取り囲むように可撓性をもっ
た可撓部が形成され、この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部の周囲の部
分である周囲部とは、可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成され、
中心部および周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方は作用部
として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
可撓部に撓みが生じると圧電素子にこの撓みが伝達し、逆に、圧電素子に撓みが生じると
可撓部にこの撓みが伝達するように、圧電素子の板面が起歪体の板面にほぼ平行になるよ
うな状態で、起歪体の上面と下部電極の下面とが固着され、
５枚の上部電極は、Ｘ軸に関して負の領域に形成されかつＸ軸に関して線対称な形状をも
った第１の上部電極と、Ｘ軸に関して正の領域に形成されかつＸ軸に関して線対称な形状
をもった第２の上部電極と、Ｙ軸に関して負の領域に形成されかつＹ軸に関して線対称な
形状をもった第３の上部電極と、Ｙ軸に関して正の領域に形成されかつＹ軸に関して線対
称な形状をもった第４の上部電極と、原点の周囲を取り囲む領域に形成された第５の上部
電極と、によって構成され、これらの各上部電極の少なくとも一部分は、いずれも可撓部
の上方位置に形成されるようにし、
所定の上部電極と下部電極との間に所定の交流電圧を印加することにより、作用部を所定
方向に振動させる励振手段と、
所定の上部電極に発生した電荷に基づいて、作用部に加えられた所定方向の力を検出する
力検出手段と、
を更に設け、
所定軸方向の加速度検出を行うときには、この所定軸方向についての力検出手段による検
出値を用い、
所定軸まわりの角速度検出を行うときには、励振手段により、この所定軸に直交する方向
に作用部を振動させた状態において、この所定軸方向および振動方向の双方に直交する第
３の方向についての力検出手段による検出値を用いるようにしたものである。
【００１１】

に係る圧電素子を用いた加速度・角
速度センサにおいて、
起歪体の少なくとも上面部分を導電性の材料によって構成し、この上面部分によって下部
電極を構成するようにしたものである。
【００１２】

に係る圧電素子を用いた
加速度・角速度センサにおいて、
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機能を有し、
力検出手段は、

有する

（５）　　本発明の第５の態様は、上述の第４の態様

（６）　　本発明の第６の態様は、

（７）　　本発明の第７の態様は、上述の第６の態様

（８）　　本発明の第８の態様は、上述の第６または第７の態様



板状の起歪体の下面に、原点の周囲を取り囲むような環状溝を形成し、この環状溝の形成
部分の肉厚が他の部分の肉厚よりも薄くなるようにし、この肉厚の薄い部分を可撓部とし
て用いるようにしたものである。
【００１３】

に係る圧電素子を用いた加速
度・角速度センサにおいて、
ＸＹ平面上に、原点を周囲から囲むような内側環状領域と、この内側環状領域を更に周囲
から囲むような外側環状領域と、を定義し、
第１の上部電極を、外側環状領域内の、ＸＹ座標系の第２象限および第３象限に渡る領域
に配置し、
第２の上部電極を、外側環状領域内の、ＸＹ座標系の第１象限および第４象限に渡る領域
に配置し、
第３の上部電極を、外側環状領域内の、ＸＹ座標系の第３象限および第４象限に渡る領域
に配置し、
第４の上部電極を、外側環状領域内の、ＸＹ座標系の第１象限および第２象限に渡る領域
に配置し、
第５の上部電極を、内側環状領域内に配置したものである。
【００１４】

に係る圧電素子を用いた加
速度・角速度センサにおいて、
ＸＹ平面上に、原点を周囲から囲むような内側環状領域と、この内側環状領域を更に周囲
から囲むような外側環状領域と、を定義し、
第１の上部電極を、内側環状領域内の、ＸＹ座標系の第２象限および第３象限に渡る領域
に配置し、
第２の上部電極を、内側環状領域内の、ＸＹ座標系の第１象限および第４象限に渡る領域
に配置し、
第３の上部電極を、内側環状領域内の、ＸＹ座標系の第３象限および第４象限に渡る領域
に配置し、
第４の上部電極を、内側環状領域内の、ＸＹ座標系の第１象限および第２象限に渡る領域
に配置し、
第５の上部電極を、外側環状領域内に配置したものである。
【００１５】

に係る圧電素子を用いた
加速度・角速度センサにおいて、
第１の上部電極が形成された圧電素子の部分と、第２の上部電極が形成された圧電素子の
部分とでは、逆の分極特性が得られるように、
第３の上部電極が形成された圧電素子の部分と、第４の上部電極が形成された圧電素子の
部分とでは、逆の分極特性が得られるように、
圧電素子の各部分に対して所定の分極処理を行うようにしたものである。
【００１６】

に係る圧電素子を用いた
加速度・角速度センサにおいて、
第１の上部電極と下部電極との間および第２の上部電極と下部電極との間に交流電圧を印
加することにより、作用部をＸ軸方向に振動させるＸ軸方向励振手段と、
第３の上部電極と下部電極との間および第４の上部電極と下部電極との間に交流電圧を印
加することにより、作用部をＹ軸方向に振動させるＹ軸方向励振手段と、
第５の上部電極と下部電極との間に交流電圧を印加することにより、作用部をＺ軸方向に
振動させるＺ軸方向励振手段と、
の３つの励振手段を設け、
第１の上部電極に発生した電荷および第２の上部電極に発生した電荷に基づいて、作用部
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（９）　　本発明の第９の態様は、上述の第４～第８の態様

（１０）　本発明の第１０の態様は、上述の第４～第８の態様

（１１）　本発明の第１１の態様は、上述の第４～第１０の態様

（１２）　本発明の第１２の態様は、上述の第４～第１１の態様



に加えられたＸ軸方向の力を検出するＸ軸方向力検出手段と、
第３の上部電極に発生した電荷および第４の上部電極に発生した電荷に基づいて、作用部
に加えられたＹ軸方向の力を検出するＹ軸方向力検出手段と、
第５の上部電極に発生した電荷に基づいて、作用部に加えられたＺ軸方向の力を検出する
Ｚ軸方向力検出手段と、
の３つの力検出手段を設けるようにしたものである。
【００１７】

ＸＹＺ三次元座標系における各座標軸方向の加速度
成分および各座標軸まわりの角速度成分を検出するための圧電素子を用いた加速度・角速
度センサにおいて、
板状の圧電素子と、この圧電素子の上面に形成された５枚の上部電極と、この圧電素子の
下面において各上部電極のそれぞれに対して向かい合う位置に形成された下部電極と、を
設け、圧電素子の上面のほぼ中心位置にＸＹＺ三次元座標系の原点を定義したときに、
圧電素子は、その上面がＸＹ平面に沿って延び、原点の周囲を取り囲むように可撓性をも
った可撓部が形成され、この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部の周囲の
部分である周囲部とは、可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成され、
中心部および周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方は作用部
として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
５枚の上部電極は、ＸＹ座標系の第１象限に配置された第１の上部電極と、第２象限に配
置された第２の上部電極と、第３象限に配置された第３の上部電極と、第４象限に配置さ
れた第４の上部電極と、原点の周囲を取り囲む領域に配置された第５の上部電極と、によ
って構成され、これらの各上部電極の少なくとも一部分は、いずれも可撓部に形成される
ようにし、
所定の上部電極と下部電極との間に所定の交流電圧を印加する励振手段と、
所定の上部電極に発生した電荷に基づいて、作用部に加えられた所定方向の力を検出する
力検出手段と、
を更に設け、
所定軸方向の加速度検出を行うときには、この所定軸方向についての力検出手段による検
出値を用い、
所定軸まわりの角速度検出を行うときには、励振手段により、この所定軸に直交する直交
軸に作用部を振動させた状態において、この所定軸および直交軸の双方に直交する第３の
軸についての力検出手段による検出値を用いるようにしたものである。
【００１８】

ＸＹＺ三次元座標系における各座標軸方向の加速度
成分および各座標軸まわりの角速度成分を検出するための圧電素子を用いた加速度・角速
度センサにおいて、
板状の圧電素子と、この圧電素子の上面に形成された５枚の上部電極と、この圧電素子の
下面において各上部電極のそれぞれに対して向かい合う位置に形成された下部電極と、こ
の下部電極を下方から支持する板状の起歪体と、を設け、起歪体の上面のほぼ中心位置に
ＸＹＺ三次元座標系の原点を定義したときに、
起歪体は、その上面がＸＹ平面に沿って延び、原点の周囲を取り囲むように可撓性をもっ
た可撓部が形成され、この可撓部に囲まれた部分である中心部と、この可撓部の周囲の部
分である周囲部とは、可撓部の撓みにより相互に変位を生じるように構成され、
中心部および周囲部のいずれか一方は固定部としてセンサ筐体に固定され、他方は作用部
として各座標軸方向に加えられた力により変位可能な状態に支持され、
可撓部に撓みが生じると圧電素子にこの撓みが伝達し、逆に、圧電素子に撓みが生じると
可撓部にこの撓みが伝達するように、圧電素子の板面が起歪体の板面にほぼ平行になるよ
うな状態で、起歪体の上面と下部電極の下面とが固着され、
５枚の上部電極は、ＸＹ座標系の第１象限に配置された第１の上部電極と、第２象限に配
置された第２の上部電極と、第３象限に配置された第３の上部電極と、第４象限に配置さ
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（１３）　本発明の第１３の態様は、

（１４）　本発明の第１４の態様は、



れた第４の上部電極と、原点の周囲を取り囲む領域に配置された第５の上部電極と、によ
って構成され、これらの各上部電極の少なくとも一部分は、いずれも可撓部の上方位置に
形成されるようにし、
所定の上部電極と下部電極との間に所定の交流電圧を印加する励振手段と、
所定の上部電極に発生した電荷に基づいて、作用部に加えられた所定方向の力を検出する
力検出手段と、
を更に設け、
所定軸方向の加速度検出を行うときには、この所定軸方向についての力検出手段による検
出値を用い、
所定軸まわりの角速度検出を行うときには、励振手段により、この所定軸に直交する直交
軸に作用部を振動させた状態において、この所定軸および直交軸の双方に直交する第３の
軸についての力検出手段による検出値を用いるようにしたものである。
【００１９】

上述の第１４の態様に係る圧電素子を用いた加速度
・角速度センサにおいて、
起歪体の少なくとも上面部分を導電性の材料によって構成し、この上面部分によって下部
電極を構成するようにしたものである。
【００２０】
【作　用】
本発明に係るセンサでは、 自身もしくはこの に接合された起歪体に
、可撓性をもった可撓部が形成される。このような可撓部を形成することにより、可撓部
に囲まれた部分である中心部と、可撓部の周囲の部分である周囲部とが、可撓部の撓みに
より相互に変位を生じるようになる。したがって、中心部を固定した場合は、周囲部が錘
りとして機能し、加速度が作用すると可撓部に撓みが生じることになる。逆に、周囲部を
固定した場合は、中心部が錘りとして機能し、加速度が作用するとやはり可撓部に撓みが
生じることになる。 加速度の作用によって、圧電
素子に撓みが生じ、特定の上部電極に特定の極性の電荷が発生することになる。こうして
発生した電荷を検出することにより、作用した加速度の方向と大きさを測定することが可
能になる。
【００２１】
一方、特定の上部電極と下部電極との間に所定の交流電圧を印加すると、圧電素子の内部
に特定の撓みが生じ、その結果、錘りとして機能する部分が振動子として所定方向に振動
することになる。ところが、振動子を第１の軸方向に振動させた状態において、この振動
子に第２の軸まわりの角速度が作用すると、この振動子には第３の軸方向のコリオリ力が
発生する現象が知られている。このコリオリ力は、圧電素子に別な撓みを生じさせること
になり、特定の上部電極に特定の極性の電荷が発生することになる。こうして発生した電
荷を検出することにより、作用した角速度の方向と大きさを測定することが可能になる。
【００２２】

に係るセンサは、板状の圧電素子と、その上面に配された５枚の上部電
極と、これらに対向して圧電素子の下面に設けられた１枚の共通下部電極と、からなる単
純な構成であるが、上述した原理に基づいて、ＸＹＺ三次元座標系における各軸方向の加
速度成分および各軸まわりの角速度成分のすべてを検出することができる。こうして、本
発明によれば、構造が単純で、小形化、量産性に適し、しかも三次元方向に関する加速度
と角速度との双方を検出することができる を実現することが可能に
なる。
【００２３】
【実施例】

まず、本発明に係るセンサにおける角速度検出の基本原理を説明する。本発明に係るセン
サでは、二軸あるいは三軸まわりの角速度を検出することが可能であるが、ここでは、は
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（１５）　本発明の第１５の態様は、

板状構造体 板状構造体

板状構造体として圧電素子を用いれば、

本発明の実施形態

加速度・角速度センサ

§１．　角速度および加速度検出の基本原理



じめに、一軸の角速度検出原理を簡単に説明しておく。図１は、雑誌「発明（ＴＨＥ　Ｉ
ＮＶＥＮＴＩＯＮ）」、ｖｏｌ．９０，Ｎｏ．３（１９９３年）の６０頁に開示されてい
る角速度センサの基本原理を示す図である。いま、角柱状の振動子１１０を用意し、図示
するような方向にＸ，Ｙ，Ｚ軸を定義したＸＹＺ三次元座標系を考える。このような系に
おいて、振動子１１０がＺ軸を回転軸として角速度ωで回転運動を行っている場合、次の
ような現象が生じることが知られている。すなわち、この振動子１１０をＸ軸方向に往復
運動させるような振動Ｕを与えると、Ｙ軸方向にコリオリ力Ｆが発生する。別言すれば、
振動子１１０を図のＸ軸に沿って振動させた状態で、この振動子１１０をＺ軸を中心軸と
して回転させると、Ｙ軸方向にコリオリ力Ｆが生じることになる。この現象は、フーコー
の振り子として古くから知られている力学現象であり、発生するコリオリ力Ｆは、
Ｆ＝２ｍ・ｖ・ω
で表される。ここで、ｍは振動子１１０の質量、ｖは振動子１１０の振動についての瞬時
の速度、ωは振動子１１０の瞬時の角速度である。
【００２４】
前述の雑誌に開示された一軸の角速度センサは、この現象を利用して角速度ωを検出する
ものである。すなわち、図１に示すように、角柱状の振動子１１０の第１の面には第１の
圧電素子１１１が、この第１の面と直交する第２の面には第２の圧電素子１１２が、それ
ぞれ取り付けられる。圧電素子１１１，１１２としては、ピエゾエレクトリックセラミッ
クからなる板状の素子が用いられている。そして、振動子１１０に対して振動Ｕを与える
ために圧電素子１１１が利用され、発生したコリオリ力Ｆを検出するために圧電素子１１
２が利用される。すなわち、圧電素子１１１に交流電圧を与えると、この圧電素子１１１
は伸縮運動を繰り返しＸ軸方向に振動する。この振動Ｕが振動子１１０に伝達され、振動
子１１０がＸ軸方向に振動することになる。このように、振動子１１０に振動Ｕを与えた
状態で、振動子１１０自身がＺ軸を中心軸として角速度ωで回転すると、上述した現象に
より、Ｙ軸方向にコリオリ力Ｆが発生する。このコリオリ力Ｆは、圧電素子１１２の厚み
方向に作用するため、圧電素子１１２の両面にはコリオリ力Ｆに比例した電圧Ｖが発生す
る。そこで、この電圧Ｖを測定することにより、角速度ωを検出することが可能になる。
【００２５】
上述した従来の角速度センサは、Ｚ軸まわりの角速度を検出するためのものであり、Ｘ軸
あるいはＹ軸まわりの角速度の検出を行うことはできない。本発明に係るセンサでは、図
２に示すように、所定の物体１２０について、ＸＹＺ三次元座標系におけるＸ軸まわりの
角速度ωｘ、Ｙ軸まわりの角速度ωｙ、Ｚ軸まわりの角速度ωｚ、のそれぞれを別個独立
して検出することができる。その基本原理を、図３～図５を参照して説明する。いま、Ｘ
ＹＺ三次元座標系の原点位置に振動子１３０が置かれているものとする。この振動子１３
０のＸ軸まわりの角速度ωｘを検出するには、図３に示すように、この振動子１３０にＺ
軸方向の振動Ｕｚを与えたときに、Ｙ軸方向に発生するコリオリ力Ｆｙを測定すればよい
。コリオリ力Ｆｙは角速度ωｘに比例した値となる。また、この振動子１３０のＹ軸まわ
りの角速度ωｙを検出するには、図４に示すように、この振動子１３０にＸ軸方向の振動
Ｕｘを与えたときに、Ｚ軸方向に発生するコリオリ力Ｆｚを測定すればよい。コリオリ力
Ｆｚは角速度ωｙに比例した値となる。更に、この振動子１３０のＺ軸まわりの角速度ω
ｚを検出するには、図５に示すように、この振動子１３０にＹ軸方向の振動Ｕｙを与えた
ときに、Ｘ軸方向に発生するコリオリ力Ｆｘを測定すればよい。コリオリ力Ｆｘは角速度
ωｚに比例した値となる。
【００２６】
結局、ＸＹＺ三次元座標系におけるＸ軸まわりの角速度ωｘ、Ｙ軸まわりの角速度ωｙ、
Ｚ軸まわりの角速度ωｚ、をそれぞれ検出するには、図６に示すように、振動子１３０に
Ｘ軸方向の振動Ｕｘを与えるＸ軸方向励振手段１４１、Ｙ軸方向の振動Ｕｙを与えるＹ軸
方向励振手段１４２、Ｚ軸方向の振動Ｕｚを与えるＺ軸方向励振手段１４３、のそれぞれ
と、振動子１３０に作用するＸ軸方向のコリオリ力Ｆｘを検出するＸ軸方向力検出手段１
５１、Ｙ軸方向のコリオリ力Ｆｙを検出するＹ軸方向力検出手段１５２、Ｚ軸方向のコリ
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オリ力Ｆｚを検出するＺ軸方向力検出手段１５３のそれぞれと、を用意すればよいことに
なる。
【００２７】
一方、加速度の検出原理はより単純である。すなわち、静止状態の振動子（単なる質量ｍ
をもった錘りとして機能する）に、所定方向の加速度αが作用すると、この加速度αと同
じ方向に、ｆ＝ｍ・αなる力ｆが作用することになる。したがって、静止状態の振動子１
３０に作用する各軸方向の力ｆｘ，ｆｙ，ｆｚを検出すれば、質量ｍを用いた演算により
、各軸方向の加速度αｘ，αｙ，αｚを検出することができる。
【００２８】
結局、ＸＹＺ三次元座標系におけるＸ軸方向の加速度αｘ、Ｙ軸方向の加速度αｙ、Ｚ軸
方向の加速度αｚ、をそれぞれ検出するには、図７に示すように、振動子１３０に作用す
るＸ軸方向の力ｆｘを検出するＸ軸方向力検出手段１５１、Ｙ軸方向の力ｆｙを検出する
Ｙ軸方向力検出手段１５２、Ｚ軸方向の力ｆｚを検出するＺ軸方向力検出手段１５３のそ
れぞれを用意すればよいことになる。
【００２９】
さて、図６には三次元角速度センサの構成要素をブロック図として示し、図７には三次元
加速度センサの構成要素をブロック図として示したが、両者を比べてみると、前者の構成
は後者の構成を含んでいることがわかる。すなわち、図７に示す加速度センサに、更に、
各軸方向についての励振手段１４１，１４２，１４３を付加すれば、図６に示す角速度セ
ンサが得られることになり、図６に示す角速度センサは、図７に示す加速度センサとして
も機能するのである。
【００３０】

本発明に係るセンサは、上述した基本原理に基づいて、ＸＹＺ三次元座標系の各軸方向の
加速度および各軸まわりの角速度を検出するものである。以下、基本的実施例に基づいて
、その具体的な構造の一例を説明する。
【００３１】
図８は、この基本的実施例に係るセンサを斜め上方から見た斜視図、図９は、このセンサ
を斜め下方から見た斜視図である。このセンサは、円盤状の圧電素子１０の上面に５枚の
上部電極Ａ１～Ａ５を形成するとともに、下面に１枚の下部電極Ｂを形成したものである
。ここでは説明の便宜上、ＸＹＺ三次元座標系の原点Ｏを、円盤状の圧電素子１０の上面
の中心位置に定義し、Ｘ軸およびＹ軸をこの圧電素子１０の上面に沿った方向に定義し、
Ｚ軸をこの上面に対して垂直上方に向かう方向に定義することにする。したがって、この
圧電素子１０の上面は、ＸＹ平面に含まれることになる。
【００３２】
圧電素子１０の構造的な特徴は、図９に示されているように、下面に環状溝１５が形成さ
れている点である。この実施例では、環状溝１５は原点Ｏを取り囲むような円形をしてい
る。下部電極Ｂは、１枚の単一の電極層であり、この環状溝１５の内部をも含めた圧電素
子１０の下面全面に形成されている。
【００３３】
一方、図１０の上面図に明瞭に示されているように、上部電極Ａ１～Ａ４は、いずれも原
点Ｏを中心とした円弧に沿った帯状をしており、Ｘ軸あるいはＹ軸に関して線対称な形状
をしている。すなわち、圧電素子１０の上面にＸＹ平面を定義すれば、上部電極Ａ１は、
Ｘ軸に関して負の領域にＸ軸に関して線対象な形状をもつように、ＸＹ座標系の第２象限
および第３象限に渡る領域に配置され、上部電極Ａ２は、Ｘ軸に関して正の領域にＸ軸に
関して線対象な形状をもつように、ＸＹ座標系の第１象限および第４象限に渡る領域に配
置され、上部電極Ａ３は、Ｙ軸に関して負の領域にＹ軸に関して線対象な形状をもつよう
に、ＸＹ座標系の第３象限および第４象限に渡る領域に配置され、上部電極Ａ４は、Ｙ軸
に関して正の領域にＹ軸に関して線対象な形状をもつように、ＸＹ座標系の第１象限およ
び第２象限に渡る領域に配置されている。また、上部電極Ａ５は、原点Ｏの周囲を取り囲
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む領域に形成され、この実施例では、原点Ｏについて点対称な形状をもった電極である。
より具体的には、原点Ｏの周囲を取り囲むような環状構造をもった、いわゆるワッシャ状
の電極である。もっとも、この上部電極Ａ５は、必ずしもワッシャ状にする必要はなく、
中央の開口部を埋めた円盤状のものにしてもかまわない。また、上部電極Ａ５の形状を原
点について点対称としているのは、後述するように各座標軸方向の力を検出するときに他
軸成分が干渉しないようにするためであり、このような他軸成分の干渉のない形状が実現
できれば、必ずしも点対称にする必要はない。
【００３４】
このセンサの構造は、図１１を参照すると、より明らかになる。図１１は、このセンサを
ＸＺ平面で切った側断面図である。圧電素子１０の環状溝１５が形成された部分は、他の
部分に比べて肉厚が薄くなっており、可撓性を有する。ここでは、圧電素子１０の中の環
状溝１５の上方に位置する部分を可撓部１２と呼び、この可撓部１２によって囲まれた中
心の部分を中心部１１と呼び、可撓部１２の外周に位置する部分を周囲部１３と呼ぶこと
にする。これら３つの部分の相対的な位置関係は、図１２の下面図に明瞭に示されている
。すなわち、中心部１１の周囲の環状溝１５が形成された部分に可撓部１２が形成され、
この可撓部１２の周囲に周囲部１３が形成されていることになる。
【００３５】
ここで、たとえば、周囲部１３だけをセンサ筐体に固定し、センサ筐体全体を揺らすと、
中心部１１にはその質量により加速度に基づく力が作用し、この力により可撓部１２に撓
みが生じることになる。すなわち、中心部１１は、可撓性をもった可撓部１２によって周
囲から支持された状態になっており、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸方向にある程度の変位を生じるこ
とが可能である。結局、このセンサにおける中心部１１は、図６に示すセンサにおける質
量を有する振動子１３０として機能するのである。
【００３６】
なお、図１１の側断面図に示されているように、５枚の上部電極Ａ１～Ａ５は、いずれも
ほぼ可撓部１２の上面に形成されている。これは、後述するように、上部電極Ａ１～Ａ５
に要求される基本的な機能が、可撓部１２に生じた撓みに基づいて電荷を発生させる機能
と、可撓部１２に所定の交流電圧を印加することにより振動を生じさせる機能と、の２つ
の機能であり、この２つの機能を効率的に果たすためには、これらの上部電極Ａ１～Ａ５
を可撓部１２上に形成することが好ましいためである。もちろん、各上部電極は少なくと
もその一部が可撓部１２上の領域にあれば十分であり、この基本的実施例のセンサでも、
各上部電極Ａ１～Ａ５の一部分は可撓部１２上に位置するが、別な一部分は可撓部１２上
の領域から食み出している。したがって、上部電極Ａ５の形状も、上述したように必ずし
もワッシャ状にする必要はなく、少なくとも一部が可撓部１２上に存在する構造を有して
いればよい。
【００３７】

図６に示すセンサでは、振動子１３０の他に、各軸方向の励振手段１４１，１４２，１４
３と、各軸方向の力検出手段１５１，１５２，１５３が必要である。この基本的実施例に
係るセンサでは、励振手段１４１，１４２，１４３および力検出手段１５１，１５２，１
５３は、上部電極Ａ１～Ａ５と、下部電極Ｂと、これらの間に挟まれている圧電素子１０
と、によって構成されることになる。
【００３８】
このように、上下の電極と、その間に挟まれた圧電素子１０とによって、励振手段や力検
出手段を構成できることを説明するために、まず、圧電素子１０の基本的な性質について
確認しておく。一般に、圧電素子は、機械的な応力の作用により分極現象を生じる。すな
わち、ある特定の方向に応力が加わると、一方には正の電荷が発生し、他方には負の電荷
が発生する性質を有する。この実施例のセンサでは、圧電素子１０として、図１３に示す
ような分極特性をもった圧電セラミックスを用いている。すなわち、図１３（ａ）　に示
すように、ＸＹ平面に沿って伸びる方向の力が作用した場合には、上部電極Ａ側に正の電
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荷が、下部電極Ｂ側に負の電荷が、それぞれ発生し、逆に、図１３（ｂ）　に示すように
、ＸＹ平面に沿って縮む方向の力が作用した場合には、上部電極Ａ側に負の電荷が、下部
電極Ｂ側に正の電荷が、それぞれ発生するような分極特性をもっている。逆に、上下の電
極に所定の電圧を印加すると、圧電素子１０の内部には機械的な応力が作用することにな
る。すなわち、図１３（ａ）　に示すように、上部電極Ａ側に正の電荷を、下部電極Ｂ側
に負の電荷を、それぞれ与えるように電圧を印加すると、ＸＹ平面に沿って伸びる方向の
力が発生し、図１３（ｂ）　に示すように、上部電極Ａ側に負の電荷を、下部電極Ｂ側に
正の電荷を、それぞれ与えるように電圧を印加すると、ＸＹ平面に沿って縮む方向の力が
発生するのである。
【００３９】
上述した基本的実施例に係るセンサは、このような圧電素子の性質を利用して、各励振手
段および各力検出手段を構成しているのである。すなわち、上下の電極に電圧を印加する
ことにより圧電素子内部に応力を発生させることができる性質を利用して各励振手段を構
成し、圧電素子内部に応力が作用した場合に上下の電極に電荷が発生する性質を利用して
各力検出手段を構成している。以下、これらの各手段について、その構成と動作を説明す
る。
【００４０】
＜Ｘ軸方向励振手段＞
図６に示す構成要素のうち、Ｘ軸方向励振手段１４１は、上部電極Ａ１，Ａ２と、これに
対向する下部電極Ｂの一部分と、これらに挟まれた圧電素子１０の一部分と、所定の交流
供給手段と、によって構成されている。いま、下部電極Ｂを基準電位に保ちながら、上部
電極Ａ１に正の電圧を与え、上部電極Ａ２に負の電圧を与えた場合を考える。すると、図
１４の側断面図に示すように、電極Ａ１の下の圧電素子には図の左右に伸びる方向の応力
が生じ、電極Ａ２の下の圧電素子には図の左右に縮む方向の応力が生じる（図１３の分極
特性を参照）。このため、圧電素子１０全体としては、図１４に示すように変形すること
になり、中心部１１の重心Ｐは、Ｘ軸方向にＤｘだけ変位することになる。ここで、上部
電極Ａ１，Ａ２に与える電圧の極性を逆転させ、上部電極Ａ１に負の電圧を与え、上部電
極Ａ２に正の電圧を与えると、図１４とは逆に、電極Ａ１の下の圧電素子には図の左右に
縮む方向の応力が生じ、電極Ａ２の下の圧電素子には図の左右に伸びる方向の応力が生じ
、結果的に、中心部１１の重心Ｐは、Ｘ軸の方向に－Ｄｘだけ変位することになる。
【００４１】
そこで、下部電極Ｂと上部電極Ａ１との間に第１の交流電圧を印加するとともに、下部電
極Ｂと上部電極Ａ２との間には、第１の交流電圧とは逆位相になるような第２の交流電圧
を印加するようにすれば、重心Ｐは、Ｘ軸方向に沿って、Ｄｘなる変位と－Ｄｘなる変位
とを交互に生じるようになり、中心部１１はＸ軸に沿って振動することになる。既に述べ
たように、中心部１１は図６に示す構成要素における振動子１３０に対応するものである
。したがって、上述した交流電圧の印加により、振動子１３０に対してＸ軸方向の振動Ｕ
ｘを与えることが可能になる。この振動Ｕｘの周波数は、与える交流電圧の周波数によっ
て制御可能であり、この振動Ｕｘの振幅は、与える交流電圧の振幅値によって制御可能で
ある。結局、上部電極Ａ１，Ａ２、下部電極Ｂ、圧電素子１０、および図示されていない
交流電圧を供給する手段、によって、図６に示すＸ軸方向励振手段１４１が構成されてい
ることになる。
【００４２】
＜Ｙ軸方向励振手段＞
図６に示す構成要素のうち、Ｙ軸方向励振手段１４２は、上部電極Ａ３，Ａ４と、これに
対向する下部電極Ｂの一部分と、これらに挟まれた圧電素子１０の一部分と、所定の交流
供給手段と、によって構成されている。その動作原理は、上述したＸ軸方向励振手段１４
１の動作原理と全く同様である。すなわち、図１０の上面図に示されているように、上部
電極Ａ１，Ａ２がＸ軸上に配されていたのに対し、上部電極Ａ３，Ａ４はＹ軸上に配され
ている。したがって、上部電極Ａ１，Ａ２に互いに位相が逆転した交流電圧を供給するこ
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とにより、中心部１１（振動子）をＸ軸方向に振動させることができたのと同じ原理によ
り、上部電極Ａ３，Ａ４に互いに位相が逆転した交流電圧を供給することにより、中心部
１１（振動子）をＹ軸方向に振動させることができる。
【００４３】
すなわち、上述した交流電圧の印加により、振動子１３０に対してＹ軸方向の振動Ｕｙを
与えることが可能になる。この振動Ｕｙの周波数は、与える交流電圧の周波数によって制
御可能であり、この振動Ｕｙの振幅は、与える交流電圧の振幅値によって制御可能である
。結局、上部電極Ａ３，Ａ４、下部電極Ｂ、圧電素子１０、および図示されていない交流
電圧を供給する手段、によって、図６に示すＹ軸方向励振手段１４２が構成されているこ
とになる。
【００４４】
＜Ｚ軸方向励振手段＞
図６に示す構成要素のうち、Ｚ軸方向励振手段１４３は、上部電極Ａ５と、これに対向す
る下部電極Ｂの一部分と、これらに挟まれた圧電素子１０の一部分と、所定の交流供給手
段と、によって構成されている。いま、下部電極Ｂを基準電位に保ちながら、上部電極Ａ
５に正の電圧を与えた場合を考える。すると、図１５の側断面図に示すように、電極Ａ５
の下の圧電素子には、ＸＹ平面に沿って伸びる方向の応力が生じ（図１３の分極特性を参
照）、この部分が上方へと盛り上がるように変形することになり、中心部１１の重心Ｐは
、Ｚ軸方向にＤｚだけ変位することになる。ここで、上部電極Ａ５に与える電圧の極性を
逆転させ、負の電圧を与えると、図１５とは逆に、電極Ａ５の下の圧電素子には図の左右
方向に縮む方向の応力が生じ、結果的に、中心部１１の重心Ｐは、Ｚ軸の方向に－Ｄｚだ
け変位することになる。
【００４５】
そこで、下部電極Ｂと上部電極Ａ５との間に、所定の交流信号を供給するようにすれば、
重心Ｐは、Ｚ軸方向に沿って、Ｄｚなる変位を生じたり、－Ｄｚなる変位を生じたりする
ようになり、中心部１１はＺ軸に沿って振動することになる。既に述べたように、中心部
１１は図６に示す構成要素における振動子１３０に対応するものである。したがって、上
述した交流電圧の印加により、振動子１３０に対してＺ軸方向の振動Ｕｚを与えることが
可能になる。この振動Ｕｚの周波数は、与える交流電圧の周波数によって制御可能であり
、この振動Ｕｚの振幅は、与える交流電圧の振幅値によって制御可能である。結局、上部
電極Ａ５、下部電極Ｂ、圧電素子１０、および図示されていない交流電圧を供給する手段
、によって、図６に示すＺ軸方向励振手段１４３が構成されていることになる。
【００４６】
＜Ｘ軸方向力検出手段＞
図６に示す構成要素のうち、Ｘ軸方向力検出手段１５１は、上部電極Ａ１，Ａ２と、これ
に対向する下部電極Ｂの一部分と、これらに挟まれた圧電素子１０の一部分と、後述する
検出回路と、によって構成されている。いま、このセンサの周囲部１３を筐体に固定した
状態において、中心部１１（振動子１３０）の重心Ｐに加速度に基く力ｆｘが作用した場
合に、どのような現象が起こるかを説明する。まず、重心ＰにＸ軸方向の加速度αｘが加
えられた結果、図１６に示すように、重心Ｐに対してＸ軸方向の力ｆｘが作用した場合を
考える。このような力ｆｘの作用により、可撓部１２に撓みが生じ、図１６に示すような
変形が起こる。この結果、Ｘ軸に沿って配置された上部電極Ａ１はＸ軸方向に伸び、同じ
くＸ軸に沿って配置された上部電極Ａ２はＸ軸方向に縮むことになる。また、上部電極Ａ
５の図１６における左側部分はＸ軸方向に縮み、同じ上部電極Ａ５の図１６における右側
部分はＸ軸方向に伸びることになる。これらの上部電極の下方に位置する圧電素子は、図
１３に示すような分極特性を有するので、各上部電極には、図１６に示すような極性の電
荷が発生する。ただ、上部電極Ａ５は、原点Ｏに関して点対称な形状をした単一の電極で
あるから、図１６の左側部分に「－」、右側部分に「＋」の電荷がそれぞれ発生しても、
両者は相殺され、トータルでの電荷の発生はない。同様に、下部電極Ｂは単一の共通電極
となっているので、部分的に「＋」または「－」の極性の電荷が発生しても相殺され、ト
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ータルでの電荷の発生はない。
【００４７】
そこで、上部電極Ａ１に発生した電荷と上部電極Ａ２に発生した電荷との差を求めれば、
Ｘ軸方向に作用した力ｆｘが得られることになる。なお、上述の説明では、加速度に起因
して作用した力ｆｘを検出する場合を例にとったが、角速度に起因して作用するコリオリ
力Ｆｘも、全く同様にして検出可能である。実際には、重心Ｐに作用したＸ軸方向の力と
しては、加速度に起因する力ｆｘも角速度に起因するコリオリ力Ｆｘも同等であり、瞬時
瞬時に検出される力としては区別できない。
【００４８】
＜Ｙ軸方向力検出手段＞
図６に示す構成要素のうち、Ｙ軸方向力検出手段１５２は、上部電極Ａ３，Ａ４と、これ
に対向する下部電極Ｂの一部分と、これらに挟まれた圧電素子１０の一部分と、後述する
検出回路と、によって構成されている。その検出原理は、上述したＸ軸方向力検出手段１
５１の検出原理と同様である。すなわち、このセンサの周囲部１３を筐体に固定した状態
において、中心部１１（振動子１３０）の重心Ｐに加速度に基く力ｆｙが作用した場合に
、どのような現象が起こるかを考えればよい。重心ＰにＹ軸方向の加速度αｙが加えられ
た結果、Ｙ軸方向の力ｆｙが作用すると、上部電極Ａ３には負の電荷が生じ、上部電極Ａ
４には正の電荷が生じることになる。そこで、上部電極Ａ３に発生した電荷と上部電極Ａ
４に発生した電荷との差を求めれば、Ｙ軸方向に作用した力ｆｙが得られることになる。
角速度に起因して作用するコリオリ力Ｆｙの検出も全く同様である。
【００４９】
＜Ｚ軸方向力検出手段＞
図６に示す構成要素のうち、Ｚ軸方向力検出手段１５３は、上部電極Ａ５と、これに対向
する下部電極Ｂの一部分と、これらに挟まれた圧電素子１０の一部分と、後述する検出回
路と、によって構成されている。いま、このセンサの周囲部１３を筐体に固定した状態に
おいて、中心部１１（振動子１３０）の重心Ｐに加速度に基く力ｆｚが作用した場合に、
どのような現象が起こるかを説明する。まず、重心ＰにＺ軸方向の加速度αｚが加えられ
た結果、図１７に示すように、重心Ｐに対してＺ軸方向の力ｆｚが作用した場合を考える
。このような力ｆｚの作用により、可撓部１２に撓みが生じ、図１７に示すような変形が
起こる。この結果、外側環状領域に配置された上部電極Ａ１～Ａ４は縮むために上部電極
側に「－」の電荷が発生し、内側環状領域に配置された上部電極Ａ５は伸びるために上部
電極側に「＋」の電荷が発生することになる。このとき、下部電極Ｂは単一の共通電極と
なっているので、部分的に「＋」または「－」の極性の電荷が発生しても相殺され、トー
タルでの電荷の発生はない。
【００５０】
そこで、上部電極Ａ５に発生した電荷により、Ｚ軸方向に作用した力ｆｚが得られること
になる。もちろん、上部電極Ａ１～Ａ４に発生した電荷によっても、力ｆｚを検出するこ
とができるが、前述したように、上部電極Ａ１，Ａ２は力ｆｘの検出に用いられ、上部電
極Ａ３，Ａ４は力ｆｙの検出に用いられるので、本発明では、上部電極Ａ５を力ｆｚの検
出用電極として用いている。なお、角速度に起因して作用するコリオリ力Ｆｚも、全く同
様にして検出可能である。
【００５１】

上述した基本的実施例に係るセンサにおいて、中心部１１に力ｆｘ，ｆｙ，ｆｚのそれぞ
れが作用した場合に、各上部電極に発生する電荷の極性をまとめると、図１８に示す表が
得られる。表中「０」と記されているのは、圧電素子が部分的には伸びるが部分的には縮
むため、正負が相殺されてトータルとして電荷は発生しないことを示す。前述したように
、各上部電極は、Ｘ軸またはＹ軸に関して線対称な形状をしているため、力ｆｘの作用に
より電荷を発生する上部電極には、力ｆｙが作用しても電荷は発生せず、逆に、力ｆｙの
作用により電荷を発生する上部電極には、力ｆｘが作用しても電荷は発生しないのである
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。このように、他軸干渉を避ける上では、電極形状を線対称にしておくことが重要である
。なお、図１８の表は、いずれも各軸の正方向の力＋ｆｘ，＋ｆｙ，＋ｆｚが作用した場
合の極性を示すものであるが、各軸の負方向の力－ｆｘ，－ｆｙ，－ｆｚが作用したとき
は、それぞれこの表とは逆の極性の電荷が現われることになる。このような表が得られる
ことは、図１６および図１７に示す変形状態と、図１０に示す各上部電極の配置とを参照
すれば、容易に理解できよう。また、作用した力の大きさは、発生した電荷量として検出
することが可能である。
【００５２】
このような原理に基いて、力ｆｘ，ｆｙ，ｆｚ（あるいはコリオリ力Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ）
の検出を行うためには、たとえば図１９に示すような検出回路を用意すればよい。この検
出回路において、Ｑ／Ｖ変換回路３１～３５は、各上部電極Ａ１～Ａ５に発生する電荷量
を、下部電極Ｂの電位を基準電位としたときの電圧値に変換する回路である。この回路か
らは、たとえば、上部電極に「＋」の電荷が発生した場合には、発生した電荷量に応じた
正の電圧（基準電位に対して）が出力され、逆に、上部電極に「－」の電荷が発生した場
合には、発生した電荷量に応じた負の電圧（基準電位に対して）が出力される。こうして
出力された電圧Ｖ１～Ｖ５は、演算器４１，４２に与えられ、これら演算器４１，４２の
出力が端子Ｔｘ，Ｔｙに得られる。ここで、端子Ｔｘの基準電位に対する電圧値が力ｆｘ
（またはコリオリ力Ｆｘ）の検出値となり、端子Ｔｙの基準電位に対する電圧値が力ｆｙ
（またはコリオリ力Ｆｙ）の検出値となり、端子Ｔｚの基準電位に対する電圧値が力ｆｚ
（またはコリオリ力Ｆｚ）の検出値となる。
【００５３】
各出力端子Ｔｘ，Ｔｙ，Ｔｚに得られる電圧値が、力ｆｘ，ｆｙ，ｆｚの検出値になるこ
とは、図１８の表を参照すればわかる。たとえば、力ｆｘが作用した場合、上部電極Ａ１
には「＋」の電荷が発生し、上部電極Ａ２には「－」の電荷が発生する。したがって、Ｖ
１は正、Ｖ２は負の電圧となる。そこで、演算器４１によって、Ｖ１－Ｖ２なる演算を行
うことにより、電圧Ｖ１，Ｖ２の絶対値の和が求まり、これが力ｆｘの検出値として端子
Ｔｘに出力されることになる。同様に、力ｆｙが作用した場合は、上部電極Ａ３には「＋
」の電荷が発生し、上部電極Ａ４には「－」の電荷が発生する。したがって、Ｖ３は正、
Ｖ４は負の電圧となる。そこで、演算器４２によって、Ｖ３－Ｖ４なる演算を行うことに
より、電圧Ｖ３，Ｖ４の絶対値の和が求まり、これが力ｆｙの検出値として端子Ｔｙに出
力されることになる。また、力ｆｚが作用した場合は、上部電極Ａ５には「＋」の電荷が
発生する。したがって、Ｖ５は正の電圧となり、これが力ｆｚの検出値としてそのまま端
子Ｔｚに出力されることになる。
【００５４】
ここで注目すべき点は、各出力端子Ｔｘ，Ｔｙ，Ｔｚに得られる検出値は、他軸成分を含
まないということである。これは、各上部電極が各座標軸について線対称あるいは原点に
ついて点対称な形状をしているためである。たとえば、図１８の表に示されているように
、力ｆｘだけが作用した場合、力ｆｙ検出用の上部電極Ａ３，Ａ４や、力ｆｚ検出用の上
部電極Ａ５には電荷の発生はなく、端子Ｔｙや端子Ｔｚには検出電圧は得られない。力ｆ
ｙだけが作用した場合も同様に、端子Ｔｙ以外には検出電圧は得られない。また、力ｆｚ
だけが作用した場合は、上部電極Ａ１～Ａ４にも電荷は発生するが、いずれも同じ極性の
同じ量の電荷となるため、演算器４１，４２の演算によって相殺され、端子Ｔｘ，Ｔｙに
は検出電圧は得られない。こうして、ＸＹＺの３軸方向成分が独立して検出できる。
【００５５】

以上の説明により、図８～図１２に示す基本的実施例に係るセンサが、図６のブロック図
に示された各励振手段および各力検出手段を備えていることが理解できるであろう。ただ
し、各電極は、これらの各手段について兼用されている。たとえば、上部電極Ａ１，Ａ２
は、Ｘ軸方向励振手段１４１の構成要素でもあるし、Ｘ軸方向力検出手段１５１の構成要
素でもある。このセンサは、各軸方向の加速度αｘ，αｙ，αｚと、各軸まわりの角速度
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ωｘ，ωｙ，ωｚと、を検出する機能を有するが、上述のように個々の電極が複数の手段
について兼用されているため、検出対象に応じて各電極を使い分ける必要がある。
【００５６】
まず、各軸方向の加速度αｘ，αｙ，αｚの検出手順を述べる。加速度の検出を行うには
、振動子１３０を振動させる必要はなく、図７のブロック図に示すように、各軸方向の力
検出手段１５１～１５３が構成できればよい。したがって、図１９に示す検出回路を用意
しておけば、各軸方向の加速度αｘ，αｙ，αｚの検出が可能になる。図１９に示す検出
回路の端子Ｔｘ，Ｔｙ，Ｔｚに、中心部１１に作用した力ｆｘ，ｆｙ，ｆｚの検出値が得
られることは既に述べたとおりであり、加速度に起因した力ｆと加速度αとの間には、中
心部１１の質量ｍに基づいて、ｆ＝ｍ・αの関係があるので、得られた力ｆｘ，ｆｙ，ｆ
ｚに基づき、各軸方向の加速度αｘ，αｙ，αｚを検出することができる。
【００５７】
次に、Ｘ軸まわりの角速度ωｘの検出手順を述べる。図３に示す検出原理によれば、振動
子１３０に対してＺ軸方向の振動Ｕｚを与えた状態で、Ｙ軸方向に作用するコリオリ力Ｆ
ｙを検出することができれば、Ｆｙ＝２ｍ・ｖｚ・ωｘなる式に基づいて、Ｘ軸まわりの
角速度ωｘを得ることができる。ここで、ｍは振動子１３０の質量であり、ｖｚは振動子
１３０のＺ軸方向の瞬間速度である。そこで、上部電極Ａ５と下部電極Ｂとの間に交流電
圧を印加して、中心部１１をＺ軸方向に励振した状態にし、このとき上部電極Ａ３，Ａ４
に発生する電荷を、図１９に示す検出回路における端子Ｔｙの出力値（Ｙ軸方向に作用し
たコリオリ力Ｆｙの検出値）として得れば、Ｘ軸まわりの角速度ωｘを演算により求める
ことができる。
【００５８】
続いて、Ｙ軸まわりの角速度ωｙの検出手順を述べる。図４に示す検出原理によれば、振
動子１３０に対してＸ軸方向の振動Ｕｘを与えた状態で、Ｚ軸方向に作用するコリオリ力
Ｆｚを検出することができれば、Ｆｚ＝２ｍ・ｖｘ・ωｙなる式に基づいて、Ｙ軸まわり
の角速度ωｙを得ることができる。ここで、ｍは振動子１３０の質量であり、ｖｘは振動
子１３０のＸ軸方向の瞬間速度である。そこで、上部電極Ａ１と下部電極Ｂとの間、およ
び上部電極Ａ２と下部電極Ｂとの間に、それぞれ逆位相の交流電圧を印加して、中心部１
１をＸ軸方向に励振した状態にし、このとき上部電極Ａ５に発生する電荷を、図１９に示
す検出回路における端子Ｔｚの出力値（Ｚ軸方向に作用したコリオリ力Ｆｚの検出値）と
して得れば、Ｙ軸まわりの角速度ωｙを演算により求めることができる。
【００５９】
最後に、Ｚ軸まわりの角速度ωｚの検出手順を述べる。図５に示す検出原理によれば、振
動子１３０に対してＹ軸方向の振動Ｕｙを与えた状態で、Ｘ軸方向に作用するコリオリ力
Ｆｘを検出することができれば、Ｆｘ＝２ｍ・ｖｙ・ωｚなる式に基づいて、Ｚ軸まわり
の角速度ωｚを得ることができる。ここで、ｍは振動子１３０の質量であり、ｖｙは振動
子１３０のＹ軸方向の瞬間速度である。そこで、上部電極Ａ３と下部電極Ｂとの間、およ
び上部電極Ａ４と下部電極Ｂとの間に、それぞれ逆位相の交流電圧を印加して、中心部１
１をＹ軸方向に励振した状態にし、このとき上部電極Ａ１，Ａ２に発生する電荷を、図１
９に示す検出回路における端子Ｔｘの出力値（Ｘ軸方向に作用したコリオリ力Ｆｘの検出
値）として得れば、Ｚ軸まわりの角速度ωｚを演算により求めることができる。
【００６０】
以上のように、この基本的実施例に係るセンサは、各軸方向の加速度αｘ，αｙ，αｚと
、各軸まわりの角速度ωｘ，ωｙ，ωｚと、のすべてを検出する機能を有する。
【００６１】

上述した§５の角速度検出手順は、図３～図５に示す原理に基づくものであるが、角速度
の別な検出原理として、図２０～図２２に示す原理も有効である。すなわち、コリオリ力
を利用した角速度の検出は、「第１の座標軸方向に振動を与えたときに、第２の座標軸方
向に発生するコリオリ力を検出すれば、第３の座標軸まわりの角速度が得られる」という
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基本原理に基くものであり、この基本原理における第１，第２，第３の各座標軸を、ＸＹ
Ｚ三次元座標系におけるＸ軸，Ｙ軸，Ｚ軸の各座標軸に、どのように対応させてもかまわ
ないのである。したがって、図３～図５に示す原理と、図２０～図２２に示す原理とを組
み合わせれば、次のような合計６とおりの角速度検出手順が可能になり、このうちの３と
おりを選択することにより、３軸まわりの角速度の検出が可能になる。
【００６２】
（１）　　上部電極Ａ５と下部電極Ｂとの間に交流電圧を印加して、Ｚ軸方向の振動Ｕｚ
を与えた状態で、上部電極Ａ３，Ａ４に発生する電荷に基づき、Ｙ軸方向のコリオリ力Ｆ
ｙを検出し、Ｘ軸まわりの角速度ωｘを求める（図３の原理）。
【００６３】
（２）　　上部電極Ａ１と下部電極Ｂとの間、および上部電極Ａ２と下部電極Ｂとの間に
、それぞれ逆位相の交流電圧を印加して、Ｘ軸方向の振動Ｕｘを与えた状態で、上部電極
Ａ５に発生する電荷に基づき、Ｚ軸方向のコリオリ力Ｆｚを検出し、Ｙ軸まわりの角速度
ωｙを求める（図４の原理）。
【００６４】
（３）　　上部電極Ａ３と下部電極Ｂとの間、および上部電極Ａ４と下部電極Ｂとの間に
、それぞれ逆位相の交流電圧を印加して、Ｙ軸方向の振動Ｕｙを与えた状態で、上部電極
Ａ１，Ａ２に発生する電荷に基づき、Ｘ軸方向に作用したコリオリ力Ｆｘを検出し、Ｚ軸
まわりの角速度ωｚを求める（図５の原理）。
【００６５】
（４）　　上部電極Ａ３と下部電極Ｂとの間、および上部電極Ａ４と下部電極Ｂとの間に
、それぞれ逆位相の交流電圧を印加して、Ｙ軸方向の振動Ｕｙを与えた状態で、上部電極
Ａ５に発生する電荷に基づき、Ｚ軸方向のコリオリ力Ｆｚを検出し、Ｘ軸まわりの角速度
ωｘを求める（図２０の原理）。
【００６６】
（５）　　上部電極Ａ５と下部電極Ｂとの間に交流電圧を印加して、Ｚ軸方向の振動Ｕｚ
を与えた状態で、上部電極Ａ１，Ａ２に発生する電荷に基づき、Ｘ軸方向のコリオリ力Ｆ
ｘを検出し、Ｙ軸まわりの角速度ωｙを求める（図２１の原理）。
【００６７】
（６）　　上部電極Ａ１と下部電極Ｂとの間、および上部電極Ａ２と下部電極Ｂとの間に
、それぞれ逆位相の交流電圧を印加して、Ｘ軸方向の振動Ｕｘを与えた状態で、上部電極
Ａ３，Ａ４に発生する電荷に基づき、Ｙ軸方向に作用したコリオリ力Ｆｙを検出し、Ｚ軸
まわりの角速度ωｚを求める（図２２の原理）。
【００６８】

本発明に係るセンサによって加速度や角速度を検出するには、各上部電極に所定の交流電
圧を印加したり、各上部電極に発生する電荷を検出したりする必要がある。このため、各
上部電極に対して電圧供給のための配線を行ったり、図１９に示すような検出回路を用意
したりする必要がある。ところが、このセンサを大量生産する場合、製品の全コストに比
べて配線や検出回路のためのコストが無視できなくなる。ここで述べる実施例は、圧電素
子の分極特性を部分的に変えることにより、配線や検出回路を単純化し製造コストを低減
するようにしたものである。
【００６９】
圧電セラミックスなどでは、任意の分極特性をもった素子を製造することが可能である。
たとえば、上述した基本的実施例に係るセンサにおいて用いられている圧電素子１０は、
図１３に示すようなタイプ▲１▼の分極特性をもったものであった。これに対して、図２
３に示すようなタイプ▲２▼の分極特性をもった圧電素子２０を製造することも可能であ
る。すなわち、図２３（ａ）　に示すように、ＸＹ平面に沿って伸びる方向の力が作用し
た場合には、上部電極Ａに負の電荷が、下部電極Ｂに正の電荷が、それぞれ発生し、逆に
、図２３（ｂ）　に示すように、ＸＹ平面に沿って縮む方向の力が作用した場合には、上
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部電極Ａに正の電荷が、下部電極Ｂに負の電荷が、それぞれ発生するような分極特性をも
った圧電素子２０を製造することが可能である。また、１つの圧電素子の一部分にタイプ
▲１▼の分極特性をもたせ、別な一部分にタイプ▲２▼の分極特性をもたせることも可能
である。ここに述べる実施例は、このような局在的な分極処理を施した圧電素子を用いる
ことにより、センサの構造を単純化するものである。
【００７０】
図２４に上面図を示すセンサは、このような局在的な分極処理を施した圧電素子２５を用
いたセンサである。この圧電素子２５は、機械的な構造は上述した基本的実施例のセンサ
において用いられている圧電素子１０と全く同じであり、円盤状の圧電素子の下面に環状
溝を設けたものである。しかしながら、その分極特性は圧電素子１０とは異なっている。
圧電素子１０は、前述したように、すべての部分がタイプ▲１▼の分極特性をもつ素子で
あった。これに対し、圧電素子２５は、図２４に示すように、５枚の上部電極Ａ１～Ａ５
に対応する各領域においてタイプ▲１▼またはタイプ▲２▼のいずれかの分極特性をもつ
。すなわち、上部電極Ａ１，Ａ３，Ａ５の領域においてはタイプ▲１▼の分極特性を示し
、上部電極Ａ２，Ａ４の領域においてはタイプ▲２▼の分極特性を示す。
【００７１】
このように、図２４に示すセンサは、圧電素子１０の代わりに、局在的な分極処理を施し
た圧電素子２５を用いたセンサであるが、このセンサにおいて、各上部電極に発生する電
荷の極性がどのように変わるかを考えてみると、タイプ▲２▼の分極特性をもった領域に
形成されている上部電極に発生する電荷の極性が前述のセンサとは逆になることがわかる
。すなわち、図１８に示す表のうち、上部電極Ａ２，Ａ４に関する極性が反転することに
なり、図２５に示す表のような結果が得られることになる（表中、上部電極の名前の上に
付されたバーは、その上部電極の極性が逆転していることを示す）。ここで注目すべき点
は、表中太線で囲った部分である。これらの部分は、力ｆｘの検出、力ｆｙの検出、力ｆ
ｚの検出に関与する部分であるが、いずれも上部電極に発生する電荷の極性は「＋」とな
っている。このため、各上部電極に対して、図２６に示すような検出回路を用意しておけ
ば、力ｆｘ，ｆｙ，ｆｚの検出値を、それぞれ端子Ｔｘｘ，Ｔｙｙ，Ｔｚｚにそのまま得
ることができるようになる。別言すれば、図１９に示したような演算器４１，４２は一切
不要になる。
【００７２】
図２６に示す検出回路において、下部電極Ｂはもともと単一の共通電極であるため、特に
外部における配線を行う必要はない。また、上部電極Ａ１～Ａ５については、圧電素子２
５の上面に導電パターンを形成しておけば、相互の配線は非常に簡単になる。
【００７３】
このような局在的な分極処理を施した圧電素子２５を用いると、励振のための交流電圧供
給回路も単純化される。たとえば、前述した基本的実施例のセンサでは、Ｘ軸方向の振動
Ｕｘを発生させるためには、上部電極Ａ１とＡ２とに逆位相の交流信号を供給する必要が
あり、Ｙ軸方向の振動Ｕｙを発生させるためには、上部電極Ａ３とＡ４とに逆位相の交流
信号を供給する必要があった。ところが、局在的な分極処理を施した圧電素子２５を用い
ると、上部電極Ａ２およびＡ４が形成された領域の分極特性が反転しているため、上部電
極Ａ１とＡ２とに同一の交流信号を供給するだけでＸ軸方向の振動Ｕｘを発生させること
が可能になり、上部電極Ａ３とＡ４とに同一の交流信号を供給するだけでＹ軸方向の振動
Ｕｙを発生させることが可能になる。したがって、Ｘ軸方向の振動Ｕｘ，Ｙ軸方向の振動
Ｕｙ，Ｚ軸方向の振動Ｕｚを発生させるために、図２７（ａ）　，（ｂ）　，（ｃ）　に
示すような単純な回路を用意し、単一の交流電源５０で発生した交流電圧を共通して用い
ることができる。
【００７４】
以上のように、圧電素子に異なる分極処理を行うことにより、各電極に対する配線を単純
化することができるようになる。要するに、上部電極Ａ１が形成された圧電素子の部分と
上部電極Ａ２が形成された圧電素子の部分とでは逆の分極特性が得られるように、また、
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上部電極Ａ３が形成された圧電素子の部分と上部電極Ａ４が形成された圧電素子の部分と
では逆の分極特性が得られるように、それぞれ圧電素子の各部分に対して所定の分極処理
を行うようにすれば、配線を単純化することができる。
【００７５】

前述した基本的実施例のセンサでは、図１０の上面図に示されているように、Ｘ軸方向お
よびＹ軸方向に関する励振や検出を行う上部電極Ａ１～Ａ４が外側環状領域に配され、Ｚ
軸方向に関する励振や検出を行う上部電極Ａ５が内側環状領域に配されていた。ここで述
べる実施例は、この上部電極配置の内外を逆にしたものである。すなわち、図２８の上面
図および図２９の側断面図に明瞭に示されているように、Ｘ軸方向およびＹ軸方向に関す
る励振や検出を行う上部電極Ａ１１～Ａ１４は内側環状領域に配され、Ｚ軸方向に関する
励振や検出を行う上部電極Ａ１５が外側環状領域に配されている。ここで、上部電極Ａ１
１～Ａ１５は、それぞれ前述した基本的実施例における上部電極Ａ１～Ａ５と全く同じ機
能を果たすものである。ただし、内側環状領域と外側環状領域とでは、撓みが生じたとき
の変形状態（伸縮状態）が異なるため、前述した基本的実施例の励振回路や検出回路を、
この実施例に適用するためには、極性を反転させるなど、若干の修正を施す必要がある。
【００７６】

これまで述べた実施例は、いずれも圧電素子自身に可撓部を形成することにより撓みが生
じるようにしていた。しかしながら、一般に圧電素子は脆弱であり、大きな応力が加わる
とクラックが生じて破損するおそれがある。このため、上述の実施例のセンサは、比較的
大きな加速度や角速度が加わった場合に破損する可能性がある。
【００７７】
ここで述べる実施例は、このような大きな加速度や角速度の測定に適した構造を提供する
ものであり、その側断面図を図３０に示す。この実施例の大きな特徴は、起歪体６０を用
いた点にある。起歪体６０は、この実施例では金属製の円盤であり、下面に環状溝６５が
形成されている。この環状溝６５の形成部分は、肉厚の薄い可撓部６２となり、可撓性を
有する部分になる。この可撓部６２の撓みにより、内側の中心部６１と外側の周囲部６３
との間に変位を生じさせることができる。周囲部６３をセンサ筐体に固定すれば、中心部
６１は周囲から宙吊りの状態となり、錘りあるいは振動子として機能することになる。
【００７８】
一方、板状の圧電素子７０は、この実施例では、中央部に開口部７１を有するいわゆるワ
ッシャ状の構造をしており、その上面には５枚の上部電極Ａ２１～Ａ２５が形成され、下
面には１枚の下部電極ＢＢが形成されている。ここで、上部電極Ａ２１～Ａ２５の配置パ
ターンは、図１０に示す基本的実施例における上部電極Ａ１～Ａ５の配置パターンと全く
同じである。また、下部電極ＢＢは、この上部電極Ａ２１～Ａ２５のすべてに向かい合う
ようなワッシャ状の形状をしている。下部電極ＢＢの下面は、起歪体６０の上面に固着さ
れており、起歪体６０の板面と圧電素子７０の板面とはほぼ平行な状態を保っている。し
たがって、起歪体６０の可撓部６２に撓みが生じると、この撓みは圧電素子７０に伝達さ
れ、逆に、圧電素子７０に撓みが生じると、この撓みは起歪体６０の可撓部６２に伝達さ
れるような構造になっている。
【００７９】
この実施例に係るセンサの動作は、前述した基本的実施例の動作と全く同様である。ただ
し、基本的実施例のセンサでは、圧電素子の一部が錘りや振動子として機能するのに対し
、この実施例では、起歪体６０の中心部６１が錘りあるいは振動子としての機能を果たす
ことになる。すなわち、中心部６１に加速度やコリオリ力が作用すると、可撓部６２に撓
みが生じ、この撓みが圧電素子７０まで伝達されて、各上部電極Ａ２１～Ａ２５に所定の
電荷が発生することになり、逆に、各上部電極Ａ２１～Ａ２５に所定の交流信号を供給す
ると、圧電素子７０に撓みが生じ、この撓みが可撓部６２に伝達されて、中心部６１が振
動することになる。
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§８．　上部電極配置の内外を逆にした実施例

§９．　圧電素子とは別個の起歪体を用いる実施例



【００８０】
起歪体６０は金属などの頑丈な材料で構成することができるので、かなり大きな加速度や
角速度が作用しても、破損することはない。また、センサ全体の検出感度は、起歪体６０
側の可撓部６２の厚みによって調節することができるので、同一規格の圧電素子７０を大
量生産しておき、これに可撓部６２の厚みが異なる種々の起歪体６０を接合することによ
って、感度の異なる複数種類のセンサを製造することが可能になる。
【００８１】

上述した図３０に示すセンサを更に単純化した実施例の側断面図を図３１に示す。図３０
に示すセンサとの相違点は、下部電極ＢＢを省略した点だけである。前述したように、起
歪体６０は金属などの導電性材料によって構成することができるので、あえて下部電極Ｂ
Ｂを設けなくても、起歪体６０の少なくとも上面部分を導電性材料で構成しておけば、こ
の起歪体６０の上面部分を下部電極ＢＢの代わりに用いることができる。
【００８２】

これまでの説明では、圧電素子の周囲部１３あるいは起歪体の周囲部６３をセンサ筐体に
固定し、圧電素子の中心部１１あるいは起歪体の中心部６１を錘りあるいは振動子として
用いていた。別言すれば、周囲部を固定部として利用し、中心部を作用部として利用し、
作用部の固定部に対する変位として、作用部に作用した力（加速度に基づく力およびコリ
オリ力）を検出し、作用部の固定部に対する変位として振動を発生させていた。しかしな
がら、逆に、中心部をセンサ筐体に固定して固定部として用い、周囲部を変位可能な作用
部として用いることも可能である。特に、周囲部は中心部に比べて体積を大きく確保する
ことが容易であるため、周囲部を作用部（錘り／振動子）として利用すると、錘りや振動
子としての質量を大きく確保することができ、感度の高いセンサを実現することができる
。
【００８３】

これまで述べてきた実施例では、Ｘ軸に関して線対称な一対の上部電極を用いて、Ｘ軸方
向への励振やＸ軸方向に作用した力検出を行い、Ｙ軸に関して線対称な一対の上部電極を
用いて、Ｙ軸方向への励振やＹ軸方向に作用した力検出を行っていた。ここで述べる実施
例は、ＸＹ座標系における第１象限～第４象限のそれぞれに第１の上部電極～第４の上部
電極を配置し、Ｘ軸方向への励振やＸ軸方向に作用した力検出を行う場合にも、また、Ｙ
軸方向への励振やＹ軸方向に作用した力検出を行う場合にも、この４枚の上部電極を用い
るものである。
【００８４】
この実施例に係るセンサの上面図を図３２に示す。このセンサと、図１０に示した基本的
実施例のセンサとの相違は、上部電極の配置だけである。この図３２に示す電極配置を、
図１０に示す基本的実施例の電極配置と比較すると、この実施例の電極配置の特徴が明確
になる。この図３２に示す実施例では、ＸＹ座標系における第１象限の位置に第１の上部
電極Ａ３１が、第２象限の位置に第２の上部電極Ａ３２が、第３象限の位置に第３の上部
電極Ａ３３が、第４象限の位置に第４の上部電極Ａ３４が、それぞれ配置されている。な
お、第５の上部電極Ａ３５については、基本的実施例と同様に、原点を取り囲む位置に配
されている。結局、この図３２に示す実施例の電極配置は、図１０に示す基本的実施例の
電極配置を４５°回転させたものに他ならない。もっとも、ＸＹＺ三次元座標系における
各軸の向きは、概念上定義されたものであって、圧電素子１０や各上部電極自体に各軸方
向を示す何らかの物理的な指標があるわけではないので、機械的な構造という意味では、
図３２に示すセンサは、図１０に示すセンサと全く同じである。ただ、各座標軸の向きが
４５°ずれて定義されているため、センサの動作手法は若干異なったものとなる。
【００８５】
すなわち、図３２に示すセンサにおいて、振動子／錘りとして機能する中心部をＸ軸方向
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§１０．　起歪体の上面を下部電極として用いる実施例

§１１．　作用部と固定部を逆にした実施例

§１２．　電極配置を４５°回転させた実施例



に振動させるには、上部電極Ａ３２，Ａ３３に所定の交流信号を与え、上部電極Ａ３１，
Ａ３４に位相が逆の別な交流信号を与えればよい。また、Ｙ軸方向に振動させるには、上
部電極Ａ３１，Ａ３２に所定の交流信号を与え、上部電極Ａ３３，Ａ３４に位相が逆の別
な交流信号を与えればよい。このように、Ｘ軸方向に励振する場合も、Ｙ軸方向に励振す
る場合も、４枚の上部電極Ａ３１～Ａ３４のすべてが用いられることになるので、振動エ
ネルギーを効率良く供給することが可能になる。なお、Ｚ軸方向に振動させる場合は、図
１０に示す基本的実施例のセンサと同様に、上部電極Ａ３５に交流信号を供給することに
なる。
【００８６】
続いて、図３２に示すセンサにおける各軸方向の力検出の手法を説明する。まず、振動子
／錘りとして機能する中心部に作用したＸ軸方向の力ｆｘを検出する方法を示そう。圧電
素子１０は、図１３に示すタイプ▲１▼の分極特性を有するので、Ｘ軸方向の力ｆｘが加
わると、上部電極Ａ３２，Ａ３３には正の電荷が発生し、上部電極Ａ３１，Ａ３４には負
の電荷が発生する。したがって、上部電極Ａ３２，Ａ３３に発生した電荷の和と、上部電
極Ａ３１，Ａ３４に発生した電荷の和と、を求め、これらの絶対値の和（すなわち差）を
求めれば、Ｘ軸方向の力ｆｘが検出できる。また、Ｙ軸方向の力ｆｙが加わると、上部電
極Ａ３３，Ａ３４には正の電荷が発生し、上部電極Ａ３１，Ａ３２には負の電荷が発生す
る。したがって、上部電極Ａ３３，Ａ３４に発生した電荷の和と、上部電極Ａ３１，Ａ３
２に発生した電荷の和と、を求め、これらの絶対値の和（すなわち差）を求めれば、Ｙ軸
方向の力ｆｙが検出できる。なお、Ｚ軸方向の力ｆｚについては、図１０に示す基本的実
施例のセンサと同様に、上部電極Ａ３５に発生した電荷によって検出することができる。
【００８７】
結局、図３２に示すセンサを用いて各軸方向に作用した力を検出するには、図３３に示す
検出回路を用意しておけばよい。Ｘ軸方向の力ｆｘは、端子Ｔｘｘｘにおいて、電圧（Ｖ
２＋Ｖ３）と電圧（Ｖ１＋Ｖ４）との差として検出され、Ｙ軸方向の力ｆｙは、端子Ｔｙ
ｙｙにおいて、電圧（Ｖ３＋Ｖ４）と電圧（Ｖ１＋Ｖ２）との差として検出され、Ｚ軸方
向の力ｆｚは、端子Ｔｚｚｚにおいて、電圧（Ｖ５）として検出されることになる。この
ように、Ｘ軸方向の力ｆｘを検出する場合も、Ｙ軸方向の力ｆｙを検出する場合も、４枚
の上部電極Ａ３１～Ａ３４のすべてが用いられることになるので、作用した力を効率良く
検出することが可能になり、図１０に示した基本的実施例に比べて、検出感度を向上させ
ることができる。
【００８８】
以上、本発明をいくつかの実施例に基づいて説明したが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではなく、この他にも種々の態様で実施可能である。たとえば、上述の実施例
ではいずれも物理的に単一の下部電極を用いているが、同じ機能を果たす複数枚の下部電
極を用いてもかまわない。もちろん、これまでに述べたいくつかの実施例を相互に組み合
わせれば、用途に適した種々の形態のセンサを実現することができる。
【００８９】
【発明の効果】
以上のとおり本発明に係るセンサによれば、

【図面の簡単な説明】
【図１】従来提案されているコリオリ力を利用した一次元角速度センサの基本原理を示す
斜視図である。
【図２】角速度センサにおける検出対象となるＸＹＺ三次元座標系における各軸まわりの

10

20

30

40

50

(25) JP 3549590 B2 2004.8.4

板状構造体を利用して変位可能な作用部を形
成し、この作用部を振動させる手段と、この作用部に作用する力を検出する手段とを設け
るようにしたため、単純で、小形化、量産性に適した構造をもちながら、加速度と角速度
との双方を検出することができる。特に、圧電素子により板状構造体を構成し、この圧電
素子の上面に５枚の上部電極を配置し、下面に下部電極を配置し、必要に応じてこれらの
電極間に交流電圧を印加し、作用した加速度やコリオリ力をこれらの電極に発生した電荷
として検出するようにすれば、より量産性に適したセンサが提供できる。



角速度を示す図である。
【図３】本発明に係るセンサを用いてＸ軸まわりの角速度ωｘを検出する基本原理を説明
する図である。
【図４】本発明に係るセンサを用いてＹ軸まわりの角速度ωｙを検出する基本原理を説明
する図である。
【図５】本発明に係るセンサを用いてＺ軸まわりの角速度ωｚを検出する基本原理を説明
する図である。
【図６】本発明に係るセンサにおける角速度検出を行う構成要素を示すブロック図である
。
【図７】本発明に係るセンサにおける加速度検出を行う構成要素を示すブロック図である
。
【図８】本発明の基本的実施例に係るセンサを斜め上方から見た斜視図である。
【図９】図８に示すセンサを斜め下方から見た斜視図である。
【図１０】図８に示すセンサの上面図である。
【図１１】図８に示すセンサをＸＺ平面で切断した側断面図である。
【図１２】図８に示すセンサの下面図である。
【図１３】図８に示すセンサにおける圧電素子１０の分極特性を示す図である。
【図１４】図８に示すセンサの重心Ｐに対してＸ軸方向の変位Ｄｘを誘起した状態を示す
側断面図である。
【図１５】図８に示すセンサの重心Ｐに対してＺ軸方向の変位Ｄｚを誘起した状態を示す
側断面図である。
【図１６】図８に示すセンサの重心Ｐに対してＸ軸方向の力ｆｘが作用した状態を示す側
断面図である。
【図１７】図８に示すセンサの重心Ｐに対してＺ軸方向の力ｆｚが作用した状態を示す側
断面図である。
【図１８】図８に示すセンサに、加速度に基づく各軸方向の力ｆｘ，ｆｙ，ｆｚが作用し
たときの各上部電極Ａ１～Ａ５に発生する電荷の極性を示す表である。
【図１９】図８に示すセンサに用いる検出回路の一例を示す回路図である。
【図２０】本発明に係るセンサを用いてＸ軸まわりの角速度ωｘを検出する別な基本原理
を説明する図である。
【図２１】本発明に係るセンサを用いてＹ軸まわりの角速度ωｙを検出する別な基本原理
を説明する図である。
【図２２】本発明に係るセンサを用いてＺ軸まわりの角速度ωｚを検出する別な基本原理
を説明する図である。
【図２３】圧電素子１０とは別な圧電素子２０の分極特性を示す図である。
【図２４】局在的な分極特性をもった圧電素子２５を利用した実施例に係るセンサの上面
図である。
【図２５】図２４に示すセンサに、加速度に基づく各軸方向の力ｆｘ，ｆｙ，ｆｚが作用
したときの各上部電極Ａ１～Ａ５に発生する電荷の極性を示す表である。
【図２６】図２４に示すセンサに用いる検出回路の一例を示す回路図である。
【図２７】図２４に示すセンサに用いる励振回路の一例を示す回路図である。
【図２８】図８に示すセンサにおいて、上部電極の配置を内外入れ替えた実施例に係るセ
ンサの上面図である。
【図２９】図２８に示すセンサの側断面図である。
【図３０】圧電素子の他に起歪体を用いた実施例に係るセンサの側断面図である。
【図３１】導電性の起歪体の上面を下部電極として利用した実施例に係るセンサの側断面
図である。
【図３２】電極配置を４５°回転させた実施例に係るセンサの上面図である。
【図３３】図３２に示すセンサに用いる検出回路の一例を示す回路図である。
【符号の説明】
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１０…圧電素子
１１…中心部
１２…可撓部
１３…周囲部
１５…環状溝
２０…圧電素子
２５…局在的な分極処理を施した圧電素子
３１～３８…Ｑ／Ｖ変換回路
４１，４２…演算器
５０…交流電源
６０…起歪体
６１…中心部
６２…可撓部
６３…周囲部
６５…環状溝
７０…圧電素子
７１…開口部
１１０…振動子
１１１，１１２…圧電素子
１２０…物体
１３０…振動子
１４１…Ｘ軸方向励振手段
１４２…Ｙ軸方向励振手段
１４３…Ｚ軸方向励振手段
１５１…Ｘ軸方向力検出手段
１５２…Ｙ軸方向力検出手段
１５３…Ｚ軸方向力検出手段
Ａ，Ａ１～Ａ５，Ａ１１～Ａ１５，Ａ２１～Ａ２５，Ａ３１～Ａ３５…上部電極
Ｂ，ＢＢ…下部電極
Ｏ…原点
Ｐ…重心
Ｔｘ，Ｔｙ，Ｔｚ，Ｔｘｘ，Ｔｙｙ，Ｔｚｚ，Ｔｘｘｘ，Ｔｙｙｙ，Ｔｚｚｚ…出力端子
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】
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